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訴訟救助事件の書記官事務処理と債権管理要領について

【はじめに】

訴訟救助事務については，従来から文献が少なく，書記官実務も必ずしも統一されてい

るとはいえなかった。任意納付に関しては，適切な業務管理を行う必要があり， さらに，

会計事務担当者における債権管理業務をより円滑に処理するためには，事件部から様々な

情報を提供し，相互に連携を図る必要がある。そこで，今般，福岡地裁及び福岡高裁の各

民事部並びに福岡地裁及び福岡高裁の各会計事務担当者においてプロジェクトチームを立

ち上げ，統一的な事務処理要領を作成することとした。

本要領は，訴訟救助事件に関し，①担当書記官による民事裁判事務支援システムを活用

した債権（進行）管理を中心に，②新たに訴訟救助事件清算手続等管理表の運用を定め，

主任書記官による－･元管理を可能とし，③国庫立替・支払猶予費用計算書を事件記録の冒

頭につづることで，訴訟救助に関する国庫立替・支払猶予の状況が記録上一覧できるよう

にするとともに，④国庫金立替請求及び負担額通知簿（訴訟費用等）を活用するなど，訴

訟救助事件における清算手続の進行管理（事件部における債権管理）を充実したものにし

た。 また，民事部から出納課に対する情報提供を充実させ，事件部と会計事務担当者との

連携の強化を図っている。

本事務処理要領作成に当たっては，福岡地裁における実務の実情を踏まえ，検討を重ね

たところではあるが，現時点において不十分な点も多く，今後の運用状況等を踏まえなが

ら随時検討を加え，改訂していく予定である。

なお，本事務処理要領は，訴訟救助事件における清算手続の適正な進行管理という観点

では，民事訴訟事件のみならず人事訴訟事件における訴訟救助の処理においても有益であ

ると思われることから，家庭裁判所においても活用いただきたいと考えている。

おって，本要領の作成に当たっては，東京，大阪， 岡山の各地裁のマニュアルを参考と

し，記載内容等を一部引用させていただいた。

《参考・引用文献》

訴訟'二の救助に関する研究（復刻・補訂版）

東京地裁「訴訟救助事件の清算手続について」 （書協会報1 00号）

大阪地裁「訴訟上の救助における裁判饗用の取立て等について」 （書記官10号）

岡1l1地裁「訴訟上救助付与に基づく支払猶予費用の取立について」 （善協会報49号）
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訴訟救助事件の書記官事務処理と債権管理要領

福岡地方裁判所

1 申立て一民事訟廷における事務処理等

（1）受付手続

ア立件

民事雑事件又は行政雑事件として立件する（手数料は不要)。

イ民事裁判事務支援システムへの登録等

事件係書記官（支部においては，受付を担当する書記官（以下「受付担当書記官」

という｡)）は，民事裁判事務支援システム（以下「ミンタス」 という。）へ前記ア

の雑事件データを登録するほか，基本事件（本案事件）の

に， 「訴訟救助あり」と入力する。

ウゴム印の押捺

受付担当書記官は，訴訟救助事件を立件したときは，本案事件の記録表紙の「付

随事件」欄に雑事件の事件番号を記載し，事件記録上部欄外に，次のゴム印を使用

して朱書し，訴訟救助の申立てがあることを記録上明らかにする。

任意納付

債権発生通知

□

訴訟救助
□

(2)債権管理一訴訟救助事件の進行管理

ア訴訟救助事件清算手続等管理表の備付け

多機能サーバの共有フォルダ(民事部管理職のみアクセス可能なフォルダ)内に，

訴訟救助事件清算手続等管理表（以下「管理表」 という。別紙第1）を備え付け，

訴訟救助事件の進行及び清算手続を管理する。

支部及び独立簡裁においては,多機能サーバの共有フォルダ(民事部管理職のみ)

に代えて，担当書記官との共有フォルダ内に管理表を備え付けて管理する。

イ民事訟廷管理官における入力等

民事訟廷管理官は，前記(1)の後，管理表に，部，係書記官，本案事件番号，訴

訟救助事件番号， 申立人（管理表における①から⑤のデータ）を入力する。

民事訟廷管理官が配置されていない支部及び独立簡裁においては，主任書記官又

は受付担当書記官が入力する。
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審理手続一担当書記官における事務処理等

(1)要件及び疎明資料

ア要件（民訴法82条）

げ） 申立人に，訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がないこと又はその

支払により， 自己及び家族の生活に著しい支障を生ずること。

（ｲ） 勝訴の見込みがないとはいえないこと。

イ無資力の疎明資料例（疎明につき民訴規30条）

（ｱ）所得証明書，非課税証明書，源泉徴収票，給与明細書，失業保険受給証明書，

生活保護証明書， 日本司法支援センターの援助開始決定写し，家計簿家計収支

表，預金通帳写し，年金振込通知書写し，身体障害者手帳写し等

（ｲ） 交通事故の場合は，事故証明書，診断書治療費等予想される出費の状況が分

かる一覧表等

（ｳ） 被収容者の場合は，領置金（所持金）証明書等

(2)裁判等

ア訴え提起手数料のみについて訴訟救助を付与する場合

2

(ｱ）決定書の起案等

担当書記官は，裁判官の指示に従い，訴訟救助付与決定書（別紙第2）を作成

し，裁判官の決裁を仰ぐ。

※実務上は，訴え提起手数料のみについて救助される事案が多い。

(ｲ）当事者双方への決定の告知（民訴法1 19条）

a 申立人（原告）に対しては，全部認容であれば相当な方法で告知すれば足り

る。一部でも却下した場合は，即時抗告ができるので，決定書謄本を送達する

方法により告知する。

b 相手方（被告）は，即時抗告権がある（最決平16.7.13民集58-5-1599,民訴

法86条）ので，決定書謄本（民訴規40条1項）を送達する方法により告知

する。告知の方法としては，相手方（被告）への期日呼出状，訴状副本等に同

封して送達する。

(ｳ）国庫立替・支払猶予費用計算書の作成等

a 担当書記官は，前記(ｲ)の事務終了後， 国庫立替・支払猶予費用計算書（以

下「費用計算書」 という。別紙第5）を作成・押印し，本案事件記録の冒頭部

分に編てつの上，主任書記官（主任書記官がいない庁においては，上席の書記

官）の点検を受ける。
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b主任書記官又は上席の書記官（以下「主任書記官等」 という。）は，点検を

終えた後，費用計算書の所定の欄に押印する。

(工） ミンタスヘの入力

担当書記官は,訴訟救助事件の■■■に入力するとともに,基本事件(本案事ともに，基本事件（本案事

|に,終局日及び結果を入力の件）

する。

イ訴え提起手数料及びそれ以外の費用について訴訟救助を付与する場合

（ｱ）決定書の起案等

担当書記官は，裁判官の指示に従い，決定書（全部認容型につき別紙第3，一

部認容型につき別紙第4）を作成し，裁判官の決裁を仰ぐ。

（ｲ）当事者双方への決定の告知等

a 申立人（原告）に対しては，全部認容であれば相当な方法で告知すれば足り

る。一部でも却下した場合は，即時抗告ができるので，決定書謄本を送達する

方法により告知する。

b相手方（被告）は，即時抗告権があるので，決定書謄本を送達する方法によ

り告知する。相手方（被告）に対する告知は，前記ア(ｲ)bと同じく，期日呼

出状等に同封して送達する。

（ｳ）費用計算書の作成等

a 担当書記官は，前記(ｲ)の事務終了後，費用計算書を作成・押印し，本案事

件記録の冒頭部分に編てつの上，主任書記官等の点検を受ける。

b,主任書記官等は，点検を終えた後，費用計算書の所定の欄に押印する。

（工） ミンタスヘの入力

担当書記官は，前記ア(ｴ)と同様にミンタスに入力する。

ウ申立てを却下する場合

（ｱ）決定書の起案

担当書記官は，裁判官の指示に従い，決定書（別紙第6）を作成し，裁判官の

決裁を仰ぐ。

（ｲ）申立人への決定の告知等

申立人（原告）に対し，却下決定謄本を送達して告知する（相手方への送達は

不要)。

※訴え提起手数料が納付されていない場合，却下命令の確定後に，担当書記官による納

付の促し，裁判長による予納命令等の手続を行うことになる。
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（ｳ） ミンタスヘの入力等

担当書記官は，訴訟救助事件の■ と入力し，却下決定が確定した後に，前

記1(1)イで入力した， 「訴訟救助あり」 との表示を削除する。また，同ウで押

捺した記録表紙のゴム印による表示を抹消する。

）債権管理事務

ア裁判結果の主任書記官等への報告等

（ｱ）担当書記官は，付与決定又は却下決定があったときは，主任書記官等にその旨

を報告する。

（ｲ）主任書記官等は,訴訟救助付与決定があったときは前記(2)ア(ｳ)b及び同イ(ｳ）

bの事務処理とともに，管理表に裁判の結果及び救助範囲（管理表における⑥及

び⑦のデータ）を， 申立て却下決定があったときは管理表に裁判の結果（管理表

における⑥のデータ）を入力する。

（ｳ）主任書記官等によるミンタスとの照合及び進行管理

a 主任書記官等は，毎月1回，管理表とミンタスから出力された訴訟救助関連

の情報とに棚嬬がないか照合し，点検する。

b本庁においては，民事首席書記官，民事次席書記官及び民事訟廷管理官は，

ミンタスにより書記官の事件処理に遅滞等がないか随時点検する。

【ミンタスからのデータ抽出方法】

■■■から■■■柵に｢訴訟救助あり」と記入の上, 出力項目としては,■■■

(3)

’を選択して柚

出する。

イ国庫金立替請求及び負担額通知簿への記載

担当書記官は，訴訟救助付与決定があった場合は，前記(2)ア(')a及び同イ(ｳ）

aの事務処理とともに，国庫金立替請求及び負担額通知簿（以下「負担額通知簿」

という。別紙第7の1ないし3）に所要の事項を記載の上，主任書記官等の認印を

もらう。

なお，訴え提起手数料のみについて訴訟救助付与決定があった場合も，必ず記載

する（別紙第7の1に記載)。

訴訟救助付与決定後の国庫立替え

）送達費用（郵送料の立替え）

3

(1)送達費用（郵送料の立替え）

ア物品管理官への通知

担当書記官は，負担額通知簿（訴訟救助・郵送料） （別紙第7の3）により，物
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品管理官（担当部署は，本庁にあっては経理課用度係，管内にあっては会計事務担

当者。以下同じ｡）あてに通知する。

なお，通知に際しては，訴訟救助付与決定の内容が，送達費用についても救助付

与の対象となっていることを，必ず確認する。

イ郵便切手の受領等

担当書記官は，物品管理官から郵便切手を受領後， それを利用し又は後納郵便に

て立替え処理をし，郵便物を発送する。また，送付嘱託等に必要な添付郵便切手に

ついては，郵便切手を受領し， 同封の上，発送する。

担当書記官は，郵便切手の受領等と引換えに，物品管理官に対し，郵便切手受領

証書（別紙第8）を交付する。

証人旅費日当，鑑定料等

ア支出官又は資金前渡官吏への事前連絡（管内を含む｡）

担当書記官は，証人旅費日当，鑑定料等について国庫から立替払することが判明

（予定を含む｡） したときは，支出官又は資金前渡官吏に対し， その旨，立替予定

日，立替予定額等を連絡する。

イ支出官又は資金前渡官吏への通知（本庁）

担当書記官は，証人旅費日当請求書，鑑定料請求書等（以下「請求書等」という‘）

とともに，負担額通知簿（鑑定料，臨検旅費等）に所要の事項を記載し，主任書記

官の認印を得た上，支出官又は資金前渡官吏（担当部署は， 出納課計算証明係。以

下同じ｡）に通知する（記載例別紙第7の2)。

ウ支出官又は資金前渡官吏への通知（管内）

福岡地裁管内の担当書記官は，請求書等の内容を点検の上，負担額通知簿（鑑定

料，臨検旅費等）の写しを添付して，会計事務担当者を通じて速やかに本庁の支出

官又は資金前渡官吏に通知する。

また，現金による支払が生じた場合は,事前に出納課計算証明係あてに照会する。

(2)
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4訴訟費用の取立て

（1）費用負担者

１
１
１
Ｉ

0
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ｒ
ｌ
Ｉ

-,-,参《参考メモ》管轄等

1 訴訟救助取消しの管轄裁判所は，記録の存在する裁判所（民訴法84条）である。

2 回収すべき費用は，猶予した手数料，国が立替支出した全額であり，上訴審から返還された場

合は，上訴審で立て替えられた分も含む。

なお，控訴審から原審に記録を返還する際は，郵便切手は「引継ぎ（訴訟救助取立てのため)」

等と付記して，原審に引き継ぎ，第一審の担当書記官が訴訟救助関係の事務を行う （平成’4年

5月14日付け福岡高裁民事首席書記官通知「上訴審からの記録返還に伴う予納郵便切手の取扱

いについて」参照)。

3任意納付されない場合，民訴費用法15， 16条により，全審級を通じて，第一審裁判所が支

払決定又は取立決定を行うことになる。

なお，その際の債権発生通知は，第一審の債権管理者に通知すれば足りる（訟廷執務資料42
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3
任意納付の事務

訴え提起手数料のみの救助の場合

(ｱ）催告手続

事件完結後，別紙第9により催告して任意納付を促す。

(ｲ）収入印紙の消印

収入印紙により任意納付された場合は，担当書記官は納付された収入印紙の額

を点検の上， 消印し，収入印紙が納付された旨及びその額を付記し，認印して記

録につづる。

(ｳ）費用計算書への記載

担当書記官は，事件記録の冒頭につづられている費用計算書の備考欄に納付さ

れた日及び任意納付により完結した旨を簡潔に記載する（記載例「22.12.12任意

納付により完結｣)。

(ｴ）負担額通知簿への記載等

担当書記官は，負担額通知簿の該当する事件の備考欄に，納付された日及び任

意納付により完結した旨を簡潔に記載し(記載例｢22.12.12任意納付により完結｣，

別紙第7の1），前記1 （1）ウにより本案事件の記録表紙に朱書された「訴訟救

助」の表示の「任意納付」の箇所にチェックを入れ， 同事件記録に負担額通知簿

を添えて，主任書記官等の点検を受ける。

(ｵ）主任書記官等による点検

主任書記官等は，収入印紙，費用計算書及び負担額通知簿を点検の上，前記(ｴ）

の負担額通知簿の備考欄の側らに押印する。

(2)

ア

イ手数料以外にも訴訟救助の付与がある場合

（ｱ）催告手続

資力回復調査を要する場合は別紙第10，要しない場合は別紙第1 1により，
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任意納付の催告を行う。

(ｲ）債権発生通知等一収入印紙による任意納付があった場合

担当書記官は，歳入徴収官に対し，負担額通知簿（別紙7の2又は3）により，

次の①及び②の書面を送付して債権発生通知をする。また，前記1 (1)ウにより

記録表紙に朱書された「訴訟救助」のゴム印の「債権発生通知」の箇所にチェッ

クを入れる。

①債権発生通知書（別紙第12）

②納付書（収入印紙を貼付したもの。手数料以外の費用の納付のときは消印

しない（後記(3)イ(ｲ)参照)｡)。

なお，国が費用負担者である場合は，歳入徴収官に対して，債権消滅通知書及

び国が費用を負担する旨の記載がある確定判決等の写しを送付する。

(ｳ）費用計算書への記載

担当書記官は，債権発生の通知日欄を記入の上，所定の欄に押印し，主任書記

官等の点検を受ける。

(工）主任書記官等による点検

主任書記官等は，前記(ｲ)の各書面及び事件記録を点検の上，費用計算書の所

定の欄に押印する。
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取立手続

ア書記官の事務

（ｱ）決定書の作成等

任意納付されない場合は，資力回復調査をする場合を除いて，支払決定又は取

立決定（以下「支払等決定」 という。）の決定書を作成し，裁判官の決裁を仰い

だ上で，費用負担者に対し，決定正本送達の方法により告知する。

※支払等決定正本の告知費用（送達に要する郵送料）は，立替費用として，

支払等決定に加算する取扱いとする。

なお，支払等決定正本を送達するに際しては，決定正本とともに，不服申立て

（即時抗告）を行っても，財務省会計センターから納入告知書が送付される旨の

注意書（別紙第16）を同封する。

（ｲ）債権発生通知等

支払等決定がされたときは，担当書記官は，歳入徴収官に対し，次の書面を送

付する。また，前記1 (1)ウにより記録表紙に朱書された「訴訟救助」の表示の

「債権発生通知」の箇所にチェックを入れる。

なお，担当書記官は，④の債権発生通知連絡票により， 出納課の事務担当者が

必要とする情報等を提供し， できる限りの連携を図る。

①支払等決定（支払決定につき，別紙第14）正本

②債権発生通知書（別紙第12）

③費用計算書（別紙第5）写し

④債権発生通知連絡票（別紙第15）

（ｳ）費用計算書への記載

担当書記官は，支払等決定がされたときは，事件記録の冒頭の費用計算書の支

払を命ずる裁判欄に所定の事項を記載するとともに,債権発生通知をしたときは，

通知日欄を記入の上，所定の欄に押印し，主任書記官等の点検を受ける。

（工）主任書記官等による点検

主任書記官等は，前記(ｲ)の各書面及び事件記録を点検の上，費用計算書の所

定の欄に押印する。

※債権発生通知は， 当事者への決定告知前であっても直ちに歳入徴収官に通知する取扱

いとする（｢訴訟上の救助に関する研究復刻・補訂版」 60ページ参照)。

なお，債権発生通知後に，決定が告知不能の場合，抗告審で原決定が取り消された場

合，又は同決定が変更された場合には，債権変更通知書（別紙第1 3）を作成の上，速

やかに歳入徴収官に送付するとともに， 負担額通知簿の該当事件の備考棚に変更事由及

(3)

‐ 14－



びその事由が発生した年月日を記載する。

即時抗告があった場合には，歳入徴収官に適宜の方法で通知する‘

イ出納課の事務

（ｱ）徴収手続

債権発生通知後の国の猶予費用債権の徴収手続は，国の債権の管理等に関する

法律（以下「債権管理法」 という。） 12条以下の規定により行う。

歳入徴収官は，財務省会計センターを通じて，費用負担者に対して納入告知を

行い(債権管理法13条1項等),履行されない場合は督促の手続を行う(同条

2項等)。

なお， 出納課における債権管理と徴収事務は, ADAMSⅡにより行う。

※出納課では，事件部と連携して，債権発生通知諜とともに送付された「債権発生通知

連絡票」を参考に，担当書記官から様々な情報を収集し，得られた情報を活用して債権
管理及び督促手続等の徴収事務を行う。

(ｲ）納付方法

手数料以外の費用の納付方法は，①現金，②収入印紙，③納入告知書による振込

みが考えられる。

①の場合は，出納課窓口で納付する。

②の場合は，担当書記官は消印せずに歳入徴収官へ引き継ぐ。歳入徴収官は，収

入印紙の額等を確認した上で， 消印し，納付者に納付済証を交付する （下級裁判所
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会計事務規程13条)。

（4）債権管理一取立手続段階におけるもの

ア ミンタスヘの入力情報の肖l1除等

担当書記官は，任意納付又は支払等決定があったときは，前記(2)又は(3)の事務

を処理するとともに，任意納付の事務を処理し，又は歳入徴収官に対し債権発生通

知を行った時点で，前記1 (1)イで入力した「訴訟救助あり」の表示を削除する。

イ主任書記官等による管理表への入力

主任書記官等は，前記(2)ア(ｵ)， 同イ(工)又は(3)ア(ｴ)の事務を処理するととも

に，費用負担の裁判，本案進捗状況及び清算状況（管理表における⑧，⑨及び⑩の

データ）を入力する。

5 上訴審で訴訟救助付与決定があった場合の取扱い

(1)訴訟救助事件管理表への入力

記録係書記官は，上訴審で訴訟救助付与決定が行われた記録が返還された場合は，

民事訟廷副管理官にその旨を告げ，民事訟廷副管理官は， 1 (2)イの入力を行う。

民事訟廷副管理官が配置されていない支部及び独立簡裁においては，主任書記官又

は受付担当書記官が入力する。

（2）担当書記官は，負担額通知簿（別紙第7の1ないし3）の該当する様式に所定事項

を記載の上，主任書記官等の認印を受けた上で，取立手続を行う。

なお，取立手続については， 4参照

6訴訟救助事件の管理

（1）主任書記官等による救助事件の債権管理

ア記録査閲時の事務

主任書記官等は，確定記録の査閲において，訴訟救助の付与決定がある事件の記

録について，記録冒頭につづられた費用計算書の記載内容を点検するとともに，訴

訟救助における清算事務が完了しているかどうかを確認する。

控訴審からの返還記録の査閲においても，猶予費用の取立て等が必要な事案は，

訴訟救助に関する事務手続が終了しているかどうかを必ず点検して確認する。主な

点検ポイントは次のとおりである。

①確定記録及び上訴返還記録

任意納付の有無又は取立て等の手続が終了しているか，債権発生通知等を失

念していないか。

②任意納付の場合
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手数料としての収入印紙が適切に納められているか， また，納められた収入

印紙を消印しているか。

なお， これに限らず，保存のための引継ぎがされていない記録については，担当

書記官において適切に進行管理をさせるとともに，随時， ミンタスや管理表の内容

を点検・確認したり，記録の引継未済キャビネットを点検し，実際に記録を査閲す
るなどして管理・指導する。

イ管理表による管理

（ｱ）主任書記官等による管理

主任書記官等は，訴訟救助の申立てがあった事件について，毎月1回， ミンタ

スを利用して管理表の入力内容と照合し，必要に応じて担当書記官に報告を求め

るなどして，適切な進行管理がされているか確認する。

（ｲ）その他の管理職を含めた管理

管理表は，共有フォルダに保存して，民事首席書記官，民事次席書記官，民事
訟廷管理官又は主任書記官が随時点検できるようにする。

（2）管理表及び保管事件記録等対照調査表の照合・点検

主任書記官等は，定期・異動時の保管事件記録等対照調査の際に，対照調査表と管

理表とを照合し，訴訟救助を付与した事件について，支払猶予した費用の清算手続が
停滞している事件がないか点検・確認する。

(3) 出納課による管理

本庁においては，半年に1回，事件部備付けの負担額通知簿等に基づき，点検調査
等を行う。

管内においては，書記官事務査察の際に行われる会計監査において， 同通知簿等に
基づき，点検調査等を行う。

高等裁判所民事部との連携

訴訟救助付与決定がされた上訴事件について，事件記録に現れない費用負担者の連絡

先等任意納付等の清算手続に有益と思われる情報がある場合，高等裁判所の担当書記官
は，事件記録を返還する際，原審担当書記官に対し，適宜の方法により情報を提供する。

7

- 17-



（別紙第1）

平成22年度
訴訟救助事件清算手続等管理表

①’ ② ③ ｜ ④－「⑤ ｜ ⑥ ⑦ ⑪－⑧ ⑨ ⑩

訴訟救助
事件番号

部 係書記官 本案事件番号 申立人 結果 救助範囲 費用負担の裁判 本案進捗状況 清算状況 備考欄

22"○○・○○

被告負担

22．1．11

認容
●●● 全部1 22ワ1 ●●●● 上訴中22モ1

22.○○・○○
任意納付

22.○○・○○

原告負担
22"○○・○○

確定

22．2．8

認容
●●●2 印紙のみ22ワ2 ●●●●22モ2

22．○○・○○

按分等
22"○○・○○

支払決定

22．3．6

認容
22.○○・○○

確定
●●● 印紙｡郵券3 ●●●●22ワ3 22モ3

■ ■ ■ ■ ■ ■ ､ ■ ■

I I l I I

p I I I I I I I 1

p H I

■ ロ ロ ロ

■ ■ ■ ■ ■

ﾛ ロ I

■ ■ ■ ■ ■ ﾛ ■ ■

ロ ﾛ ■

■ ●

’ ｜ ’
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平成●●年(モ)第●●号

（本案：平成●●年(ﾜ)第●●●●●号●●●●請求事件）

決 定

申立人（原告） ●●●●

相手方（被告） ●●●●

本件訴訟上の救助申立事件につき， 当裁判所は，次のとおり決定する。

主 文

当庁平成●●年（ワ）第●●●号●●●●請求事件につき， 申立人（原告）に対

し，訴え提起手数料●万●●●●円について訴訟上の救助を付与する。

平成●●年●月●日

福岡地方裁判所第●民事部

裁判官 ●●●●
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平成●●年(モ)第●●号

（本案：平成●●年(ﾜ)第●●●●●号●●●●請求事件）

決 定

申立人（原告） ●●●●

相手方（被告） ●●●●

本件訴訟上の救助申立事件につき， 当裁判所は，次のとおり決定する。

主 文

当庁平成●●年（ワ）第●●●号●●●●請求事件につき， 申立人（原告）に対

し，訴訟上の救助を付与する。

平成●●年●月●日

福岡地方裁判所第●民事部

裁判官 ●● ● ●
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平成●●年(モ)第●●号

（本案：平成●●年(ﾜ)第●●●●●号●●●●請求事件）

決 定

申立人（原告） ●●●●

相手方（被告） ●●●●

本件訴訟上の救助申立事件につき， 当裁判所は，次のとおり決定する。

主 文

当庁平成●●年（ワ）第●●●号●●●●請求事件につき， 申立人（原告）に対

し，訴え提起手数料●万●●●●円及び書類の送達費用について訴訟上の救助を付

与する。

平成●●年●月●日

福岡地方裁判所第●民事部

裁判官 ●●●●
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国庫立替・支払猶予費用計算書

平成●●年（ワ）第●●●号

予納義務者．受救助者●●●●●

年月日 立替・猶予事項
係書記

官印

主任書

記官印

立替

猶予
額（円） 備考

”・3． 1 訴え提起手数料 ⑳ ⑳ 300,000円

22．3．22 期日呼出送達費用 ④ ④ 1,040円

● ●

● 巳

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

支
払
を
命
ず
る
裁
判

年月日 ● ●

負担者 債権額(円）

確 定

通
知

年月日

係書記

官印

● ●

● ●

主任書

記官印

通知書

受領印
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平成●●年(ﾓ)第●●号
◆

（本案：平成●●年(ﾜ)第●●●●●号●●●●請求事件）

定決

申立人（原告） ● ● ● ●

相手方（被告） ● ● ● ●

本件訴訟上の救助申立事件につき， 当裁判所は，次のとおり決定する。

主 文

本件申立てを却下する。

由理

本件申立ての要旨は， 申立人は訴訟費用の支払により生活に著しい支障を生ずる

ので，訴訟上の救助を求めるというものであるが， 申立人提出の疎明資料からは未

だ救助の事由を認めることはできないので，主文のとおり決定する。

平成●●年●●月●●日

福岡地方裁判所第●民事部

裁判 官 ● ● ● ●
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④
④
③

任
任
任

主
主
主

(注）

1訴訟上の救助付与決定による申立手数料の支払を猶予したときに登載する。
2(1)基本事件完結後に,当該債権発生(消滅)通知書を出納課長又は課長補佐に交付した場合には,受領印を受ける。
（2）また,支払決定をなす前に任意納付があった場合には, 「債権発生(消滅)通知日｣欄以降を抹消し､ 「備考｣欄にその旨を付記する。

主任書

記官印
事件番号 救助年月日

基本事件
終局年月日

債権発生(消
､滅)年月日

金額
債権発生(消
減)通知日

受領印 備 考

(記載例）

⑳
21fa100
21(ﾜ)100

21．3．31 22．3． 16 22．3．31 300.000 22．4．5 ④

④
21fa200
21(ﾜ)200

21．5．31 22．4．5 150,000
22.4.30

任意納付により完結

⑳
21fE)300
21(し)10

21.6.30 22．2．28 13,500

廷竺.J･廷U

飯塚簡裁に記録返
四
一
三

○
『

⑳
21(fj100
21"200

21．7．31 22．3．31 22．4.20 24,000
22.5. 10

12,000円
⑳
224.30金12,000円

任意納付
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】（

④
③
任
任
主
主

(汪ノ

訴訟上の救助付与決定による鑑定料,民事臨検旅費等の国庫立替をしたときに登載する。
立替えを受けるときは,鑑定料請求書,旅行予定表等及び訴訟救助決定の写しの国庫立替の原因となる書面を出納課長に交付し､受領印を受ける。
基本事件完結後に,債権発生(消滅)通知書を出納課課長又は課長補佐に交付し､受領印を受ける。

１
２
３

主任書
記官印

請求年月日 事件番号 立替を受ける当事者 立替を要する事由 金額
出納課長
印

立替金

受領者

債権発生(消滅）
通知日

受領印 備考

(記載例）

④ 22．2．26
20fE)100

20(')100
城内次郎 鑑定料支払 250,000 ④ 赤坂三郎 ⑳

④ 22．3．26
201a100

20(')100
城内次郎 民事臨検旅費支払 56,000 ⑨ 大濠四郎外2名 ⑳
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⑨
③
任
任
主
主

(汪）

1訴訟上の救助付与決定による送達･送付･通知等の郵送料の国庫立替をしたときに登載する。
,2立替えを受けるときは,訴訟救助決定害写しを経理課長に提示し､認印を受ける。
3基本事件完結後に,債権発生(消滅)通知書を出納課課長又は課長補佐に交付し,受領印を受ける。
4迅速処理は.7の4を利用する｡また,国庫負担分は記載しない。

主任書

記官印
請求年月日 事件番号 立替を受ける当事者 立替を要する事由 金額

経理課長

印

立替金

受領者
債権発生(消
滅)通知日

受領印 備考

(記載例）

③ 22．2．26
20(a100
20(I')100

城内次郎 判決正本送達 1,040 ⑳ 赤坂三郎

③ 22．3．26
20Ia100

20(D)100
城内次郎 期日呼出のため 2,080 ③ 大濠四郎外2名
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郵便切手受領証書

受領者所属
庁部課係

受領者

氏名押印

口地裁

口簡裁

口検審

(内線 ）

部

課 係

部課係長
承認印

受領切手

合計金額

及び受領日 円 平成年月 日

受領切手

内 訳

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

円 枚

郵便あて先。

総数通

(計 通）

郵便の種類。
特殊取扱

1封書 2はがき 3小包 4

口速達口書留口簡易書留口特別送達

□

摘 要



(別紙第9）

原告●●●●●

被告●●●●●

平成●●年●●月●●日

原告●●● ●殿

福岡地方裁判所第○民事部

裁判所書記官●●●●

電話092－781－3141

（内線●●●●）

FAX●●●－●●●－●●●●

猶予費用の支払について

頭書当事者間の平成●●年(ﾜ)第●●●号●●●請求事件について， 当裁判所は，

原告に対して訴訟上の救助を付与し，訴訟費用（訴え提起手数料）の支払を猶予し

ていましたが，本事件は平成●●年●●月●●日判決（費用負担者原告）により終

了しました。

ついては，支払を猶予していました訴訟費用（訴え提起手数料）●●●●円は，

あなたの負担となりますので，平成●●年●●月●●日までに，●●●●円分の収

入印紙を福岡地方裁判所第○民事部に納付されるよう御連絡します。

なお，収入印紙は，同封の納付書に貼った上，郵送又は持参してください。
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原告●●●●●

被告●●●●●

平成●●年●●月●●日

原告●●●●殿

福岡地方裁判所第○民事部

裁判所書記官●●●●

電話092－781－3141

（内線●●●●）

FAX●●●一●●●－●●●●

任意納付催告及び資力回復調査照会書

頭書当事者間の平成●●年(ﾜ)第●●●号●●●請求事件について， 当裁判所は，原

告に対して訴訟上の救助を付与し，訴訟費用（証人の旅費日当及び送達費用）の支払

を猶予していましたが，本事件は平成●●年●●月●●日判決（費用負担者原告）に

より終了しました。

ついては，支払を猶予していました訴訟費用●●●●●円は， あなたの負担となり

ますので，平成●●年●●月●●日までに，●●●●●円分の収入印紙を福岡地方裁

判所第○民事部に納付されるよう御連絡します。

生活困窮その他の事由により支払ができない場合は，それを証明する資料（生活保

護証明書等）を添付して， その具体的理由を回答してください。平成●●年●●月●

●日までに回答がない場合は，資力が回復しているものと認め，救助の取消しの決定

をすることがあります。

なお，収入印紙は， 同封の納付書に貼った上，郵送又は持参してください。

おって，銀行振込での支払を希望される場合は，書記官あてに御連絡ください。
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原告●●●●●

被告●●●●●

平成●●年●●月●●日

原告●●●●殿

福岡地方裁判所第○民事部

裁判所書記官●●●●

電話092－781－3141

（内線●●●●）

FAX●●●－●●●一●●●●

任意納付の催告について

頭書当事者間の平成●●年(ﾜ)第●●●号●●●請求事件について， 当裁判所は，

原告に対して訴訟上の救助を付与し，訴訟費用（証人の旅費日当及び送達費用）の

支払を猶予していましたが，本事件は平成●●年●●月●●日判決（費用負担者原

告）により終了しました。

ついては，支払を猶予していました訴訟費用●●●●●円は， あなたの負担とな

りますので，平成●●年●●月●●日までに，●●●●●円分の収入印紙を福岡地

方裁判所第○民事部に納付されるよう御連絡します。

なお，収入印紙は， 同封の納付書に貼った上，郵送又は持参してください。

おって，銀行振込での支払を希望される場合は，書記官あてに御連絡ください。
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一

発生

年度
平成 年度

番号’

調査確認 ｜ 歳入徴収官等印

平成 年 月 日
’
’

債権発生通知

歳入徴収官 （債権管理簿）

福岡地方裁判所事務局長殿 次のとおり通知します。

三廷
Eヨ

官職氏名 福岡地方裁判所○○支部

平成22年1月31日

裁判所書記官 □□□口 印

(債務者）
1■■■■■

T×××－××××

住所 福岡県△△市△△町△△番地

ﾌﾘｶﾞﾅ コウノ オツ

氏名 甲野乙

債 権 金 額 ¥101,040円

履 行 期 限
｜
’ 平成 年 月 日

債権発生年月日 平成22年1月31日

’平成22年1月31日付け支払決定
発 生 ’ （事件番号平成22年（ワ）第1号）

原 因

｜

I
債権の種類

卜
’

’
I

’
I
d

歳入科 目 歳 出科 目

延滞金に関する事項 ’
’

備考 (1) X

猶予された訴え提起手数料 100,000円

告知識用 1040円

計 101,040円

※支払（取立）決定正本の内容に即して記載する



(別紙第13）発生’
1

年度
I

平成 年度

番号 ’
｜

調査確認 歳入徴収官等印

平成 年 月 日 1

’
1

債権変更通知

歳入徴収官 （債権管理簿）

福岡地方裁判所事務局長殿 次のとおり通知します。

三廷
Eヨ

官職氏名 福岡地方裁判所○○支部

平成22年10月31日

裁判所書記官 □□□口 印

(債務者）
1■■■■■

T×××－××××

住所 福岡県△△市△△町△△番地

ﾌﾘｶﾞﾅ コウノ オツ

’

氏名 甲野乙 ’
I

P

債 権 金 額

履 行 期 限

債権発生年月日

¥0円

平成 年 月 日

平成22年10月31日

発 生

原 因

’

’
I

’

平成22．年1月31日付け支払決定の取消決定

(事件番号平成22年（ワ）第1号）

債権の種類

I
’
l

b

’

歳 入科 目 歳 出科 目

延滞金に関する事項

備考 (1) X

抗告審福岡高等裁判所により原決定取消し

債権金額の全額を減額する。
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平成●●年（ワ）第●●●●号●●●●請求事件

定決

福岡県

原 告 ● ● ● ●

東京都

被 告 ● ● ● ●

上記当事者間の上記事件について， 当裁判所は，原告に対し，平成●●年●●月

●●日訴訟上の救助を付与したが， その請求を棄却する判決が平成●●年●●月●

●日言い渡され， 同年●●月●●日に確定したので，次のとおり決定する。

主 文

原告に対し，支払を猶予した訴え提起手数料●●●●円を国庫に支払うことを命

ずる･

平成●●年●●月●●日

福岡地方裁判所第●民事部

裁判官 ●●●●
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債権発生通知連絡票

債務者【○○○○】

1連絡先
（1）電話番号
■有 （自 宅:092-123一○△□×）

（携帯電話： ）

口無

（2）住所以外の連絡先
■有 （勤務先 ：092－123－×□△○）

口無

2任意納付促し時の状況
口納付可(納付可能な時期 頃）
■不可

口生活保護受給中

■その他(理由:訴訟結果に不服があり,納付の意思がない）
口回答なし

3添付書類
（1）債権発生疎明資料
■支払,取立決定正本

■立替費用計算書写し
（2）訴訟救助申立時の疎明資料
■収入に関するもの

■所得証明書口非課税証明書口源泉徴収票口給与明細

口資産に関するもの

口固定資産所有証明書口固定資産評価証明書
口公的扶助に関するもの

口生活扶助受給証明書口失業保険受給証明書口身体障害者手||辰
■身分,家族関係に関するもの

■住民票口戸籍謄本
（3）その他
■事件の概要が分かる書面(判決書等の事案の概要部分）
※連絡メモへの記載でも可

口資力回復調査を行っている場合

口調査内容や調査結果についての資料
口和解の場合は和解金の授受状況の情報得

【連絡メモ】

出頭した際には,毎回苦情を述べ対応に長時間を要した｡まだ『感情閖な面があり,職員に罵声
を浴びせたり泣き出す等のことがあったため対応に注意を要する。

債務者との 応で注意を要した※ 対 弓茅項等があれば,この欄に記載してください。
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平成 年 月 日

殿

福岡地方裁判所第●民事部

裁判所書記官●●●●

支払（取立）決定に基づく支払について（通知）

あなたに対する支払（取立）決定正本を同封します。同正本に記載された額を納

付していただくため，別途，福岡地方裁判所歳入徴収官から納入告知書が郵送され

ます。支払に異議がない場合は, 、その納付書により支払ってください。

本件の支払（取立）決定に不服があり，即時抗告の申立てをされる場合は，別途

郵送される納入告知書による支払は行わず，担当書記官までその旨を御連絡くださ

い。

上以

～

I



訴訟救助事件処理における債権管理（書記官事務）

【イメージ図】

【ミンタスを中心とした管理】 【管理表を中心とした管理】

民事訟廷管理官

【訴訟救助申立時】
☆記録表紙の記載

付随事件欄に事件番号
表紙上部欄外に｢訴訟救助｣のゴム印(朱）
☆ミンタスの入力

芽号

訟救助｣のゴム印(朱）

★管理表の入力

（共有フォルダに保存,管理職のみアクセス可）

①部②係書記官名,③本案事件番号,④訴舩救助事件番
号,⑤申立人名

①部②係書記官名，

号,⑤申立人名

事件配録

担〉
【訴訟救助の裁判】
☆決定書の起案
☆費用計算書の作成,記録冒頭編てつ
☆負担額通知簿への記戯

☆ﾐﾝﾀｽの■■■に結果等を入力
(却下決定一確定後）

)記戯

こ結果等を入力
）

主任聾記官

決定害決裁 ★管理表の入力
⑥救助結果⑦救助範囲⑥救助結果⑦救

の点検

事件記録
色*日銅涌

★管理表の入力

⑧費用負担の裁判,⑨本案進捗状況.⑩清算状況
★管理表の入力

⑧費用負担の裁判，【任意納付】
☆印紙の消印

☆費用計算番への記載
☆負担額通知簿の備考欄への記載
☆記録表紙のゴム印欄｢任意納付｣にチェッ

B載

擶考欄への記載
]欄｢任意納付｣にチェッ

点検(押印）

★管理表の入力★管理表の入力

⑧費用負担の裁判⑨本案進捗状況,⑩清算状況
皐件配録

一綴喜
【取立(支払)決定】
☆決定番の起案

☆憤権発生通知等
☆費用計算笹への：己

《日常の管理態勢》
【主任盤記官】

★管理表とミンタスの情報との照合,担当書記官への確認(毎月1回）
★事件終局後の引継未了配録の点検

★定期･異動時の保管事件記録等対照調査時の点検
（対照鯛査表と管理表との照合）

★確定記録の査閲
（任意納付,取立手続等の点検）

【主
載

債権発生通知書

憤権発生通知連絡票(資料･情報の引継ぎ）
【首次席魯記官,民事訟廷管理官】

★管理表による点検(随時）
★ミンタズによる点検(随時）

【首次席魯記官,民事訟廷管理官】

★管理表による点検(随時）
★ミンタズによる点検(随時）

」L

V
出納課


